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■開催日時・場所：2023 年 10 月 21 日～22 日 大連 柏威年（B1 西ホール）※予定 

         2023 年 11 月 18 日～19 日 西安 曲江大悦城 （B1 西ホール）※予定 

■対象：自治体、賛助・会員団体 

■募集人数：＜注意事項＞へ詳細記載 

■参加費：無料（詳細は以下＜注意事項＞をご覧ください） 

 

 

 

2023 年 8 月 21 日 

大連・西安における BtoC イベント出展者及びパンフレット・動画募集 

（締切：9/4） 

連携団体 PR ブースのイメージ 

※会場側に申請中のため、今後変更となる可能性がございます。 
パンフレット配布イメージ 

約 3 年半ぶりに訪日団体旅行が解禁されるなど、中国からの訪日旅行熱が益々高まることが予想される中、日本政府観

光局（JNTO）北京事務所は、2023 年度のビジット・ジャパン（VJ）事業の一環として、大連及び西安において、訪日誘

客プロモーションのための BtoC イベントを開催いたします。 

 同イベントでは、地方誘客も見据えた深度游（テーマや地域の魅力を深堀する観光）を中心に訪日旅行に関する情報発

信を目的に、パンフレットの配布や PR 動画の放映、JNTO ブース内に設置するステージでの PR 等を実施いたします。 

そこで、イベント期間中、日本の自治体や JNTO 賛助・会員団体の皆様にも JNTO ブースを PR の場としてご活用いた

だけるよう、連携団体 PR ブースへの出展、パンフレットの配布や動画の放映を希望される自治体、団体・企業の募集を

いたします。詳細は、以下をご覧ください。 

 中国に向けて PR をご検討されている皆様、この機会をぜひご活用ください。 
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＜申込方法＞ お申し込み・お問い合わせ先メールにてお申し込みください。  

＜申込締切＞ 9 月 4 日（月）日本時間 17：00 

＜注意事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お申し込み・お問い合わせ先＞ 

JNTO 北京事務所 

担当：吉山 

TEL：+86-10-6590-8568 E-mail：beijing＠jnto.go.jp 

受付時間：月～金曜日 10：00～17：00（日本時間） 

 

・出展団体、企業募集数：大連、西安 2会場それぞれ 10団体 

※出展可能団体数に限りがございますため、お申込みを多数いただきました場合は、ご参加が叶わない可能性もござい     

ますこと、ご了承ください。 

 ※お申し込みの際は、大連と西安のどちらの会場を希望するか明記ください。（両方希望でも構いません。） 

※参加費以外の費用（スタッフ・通訳手配、荷物搬送、現地への渡航及び宿泊等）につきましては、出展者様での負担

となります。 

※訪中される場合は商業・貿易ビザ（M ビザ）が必要となります。なお、ビザ取得に要する手続き、費用、所要時間等

は、ご自身にてご確認の上、ご自身での負担・ご責任において手続きをお願いいたします。不明点等ございました

ら、ご相談ください。 

※ブース内に設置するステージを利用して、PR を行っていただくことが可能です。ステージスケジュールについては

参加確定後、調整させていただきます。 

・パンフレット配布、動画放映希望団体、企業募集数：制限なし 

 ※パンフレットは、事前に郵送頂くことを想定しております。詳細はご相談ください。なお、郵送にかかる費用（通関

経費等含む）は、各団体、企業様ご自身でのご負担をお願いいたします。また、配布総数に一定の上限がありますの

で、応募多数の場合は、配布数等調整させて頂きます。 

・動画放映：PRステージに設置されたモニターにて放映 

・ステージでのPR内容、パンフレット、動画については、訪日観光の PR、促進に繋がるものに限らせていただきます。 


